
議案第９４号 

杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

上記の議案を提出する。 

令和７年１１月２８日 

提 出 者  杉 並 区 教 育 委 員 会 

教 育 長  渋 谷  正 宏 

（提案理由） 

減額事由及び減額率を改める必要がある。 



杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年１１月　　日

杉並区教育委員会教育長 渋 谷 正 宏

杉並区教育委員会規則第　　号

杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則（平成１２年杉並区教育委員会規

則第２３号）の一部を次のように改正する。

別表第２の(１)の表中「私事欠勤」を「私事欠勤等」に、「９日」を「８日」に

「

１００分の７０

１００分の５０

１００分の３０

１００分の１０

改め、「又は８日」を削り、 を

１００分の５

１回につき１００分の２０

１回につき１００分の１５

１回につき１００分の１０

」

「

１００分の８０

１００分の６０

１００分の４０

１００分の２０

に改める。

１００分の１０

１回につき１００分の５０



１回につき１００分の３５

１回につき１００分の２０

」

別表第２の(２)の表中「私事欠勤」を「私事欠勤等」に、

「 「

１００分の２０ １００分の３０

を に改める。

１００分の１０ １００分の２０

」 」

附 則

この規則は、令和７年１２月２日から施行する。
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杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

○杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則 ○杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則 

平成12年３月30日教委規則第23号 平成12年３月30日教委規則第23号 

（減額率） （減額率） 

第６条 勤務期間において次に掲げる事由（以下「減額事由」という。）が

ある者に対する第４条第１項及び第３項の規定の適用については、これら

の規定中「成績率を乗じて得た割合」とあるのは「成績率を乗じて得た割

合に100分の100から別表第２に掲げる当該減額事由に応じそれぞれの割合

（以下「減額率」という。）を減じて得たものをそれぞれ乗じて得た割合」

とする。 

第６条 勤務期間において次に掲げる事由（以下「減額事由」という。）が

ある者に対する第４条第１項及び第３項の規定の適用については、これら

の規定中「成績率を乗じて得た割合」とあるのは「成績率を乗じて得た割

合に100分の100から別表第２に掲げる当該減額事由に応じそれぞれの割合

（以下「減額率」という。）を減じて得たものをそれぞれ乗じて得た割合」

とする。 

(１) 私事欠勤等の取扱いを受けた期間があること。 (１) 私事欠勤等の取扱いを受けた期間があること。 

(２) 法第29条の規定により停職の処分をされたこと。 (２) 法第29条の規定により停職の処分をされたこと。 

(３) 法第29条の規定により減給の処分をされたこと。 (３) 法第29条の規定により減給の処分をされたこと。 

(４) 法第29条の規定により戒告の処分をされたこと。 (４) 法第29条の規定により戒告の処分をされたこと。 

２ 前項第１号の私事欠勤等の取扱いを受けた期間は、日（育児短時間勤務

職員等として在職した期間にあっては、当該期間における私事欠勤等の取

扱いを受けた時間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間

を７時間45分をもって１日として換算した日とし、定年前再任用短時間勤

務職員として在職した期間にあっては、当該期間における私事欠勤等の取

扱いを受けた時間を定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率で除して得

た時間を７時間45分をもって１日として換算した日とする。）を単位とし

て計算する。この場合において、１日の正規の勤務時間の一部について私

事欠勤等の取扱いを受けたことがあるときは、当該私事欠勤等の取扱いを

受けたことを教育委員会が別に定めるところにより日に換算する。 

２ 前項第１号の私事欠勤等の取扱いを受けた期間は、日（育児短時間勤務

職員等として在職した期間にあっては、当該期間における私事欠勤等の取

扱いを受けた時間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間

を７時間45分をもって１日として換算した日とし、定年前再任用短時間勤

務職員として在職した期間にあっては、当該期間における私事欠勤等の取

扱いを受けた時間を定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率で除して得

た時間を７時間45分をもって１日として換算した日とする。）を単位とし

て計算する。この場合において、１日の正規の勤務時間の一部について私

事欠勤等の取扱いを受けたことがあるときは、当該私事欠勤等の取扱いを

受けたことを教育委員会が別に定めるところにより日に換算する。 

３ 前２項の規定により算定した支給割合に1,000分の10未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てるものとする。 

３ 前２項の規定により算定した支給割合に1,000分の10未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てるものとする。 
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別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係） 

(１) 条例第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員以外の職員 (１) 条例第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員以外の職員 

 減額事由 減額率   減額事由 減額率  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が８日以上

あること。 

100分の100   私事欠勤 の取扱いを受けた期間が９日以上

あること。 

100分の100  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が７日    

  あること。 

100分の80   私事欠勤 の取扱いを受けた期間が７日又は

８日あること。 

100分の70  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が５日又は

６日あること。 

100分の60   私事欠勤 の取扱いを受けた期間が５日又は

６日あること。 

100分の50  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が４日ある

こと。 

100分の40   私事欠勤 の取扱いを受けた期間が４日ある

こと。 

100分の30  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が３日ある

こと。 

100分の20   私事欠勤 の取扱いを受けた期間が３日ある

こと。 

100分の10  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が２日ある

こと。 

100分の10   私事欠勤 の取扱いを受けた期間が２日ある

こと。 

100分の５  

 法第29条の規定により停職の処分をされたこ

と。 

１回につき100分の

50 

  法第29条の規定により停職の処分をされたこ

と。 

１回につき100分の

20 

 

 法第29条の規定により減給の処分をされたこ

と。 

１回につき100分の

35 

  法第29条の規定により減給の処分をされたこ

と。 

１回につき100分の

15 

 

 法第29条の規定により戒告の処分をされたこ

と。 

１回につき100分の

20 

  法第29条の規定により戒告の処分をされたこ

と。 

１回につき100分の

10 

 

(２) 条例第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員 (２) 条例第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員 

 減額事由 減額率   減額事由 減額率  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が５日以上

あること。 

100分の100   私事欠勤 の取扱いを受けた期間が５日以上

あること。 

100分の100  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が４日ある

こと。 

100分の60   私事欠勤 の取扱いを受けた期間が４日ある

こと。 

100分の60  
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 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が３日ある

こと。 

100分の30   私事欠勤 の取扱いを受けた期間が３日ある

こと。 

100分の20  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が２日ある

こと。 

100分の20   私事欠勤 の取扱いを受けた期間が２日ある

こと。 

100分の10  

 法第29条の規定により停職の処分をされたこ

と。 

１回につき100分の75   法第29条の規定により停職の処分をされたこ

と。 

１回につき100分の75  

 法第29条の規定により減給の処分をされたこ

と。 

１回につき100分の50   法第29条の規定により減給の処分をされたこ

と。 

１回につき100分の50  

 法第29条の規定により戒告の処分をされたこ

と。 

１回につき100分の25   法第29条の規定により戒告の処分をされたこ

と。 

１回につき100分の25  
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